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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり株主優待制度の内容を一部変更することといたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、当社株式の流動性向上および投資家層の拡大を図ることを目的に、平成 29年 10 月１日

付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。これに伴い、株主優待制度

の贈呈基準の一部を変更いたします。 

 

２．変更の内容 

変更前（分割前の株式数による表示） 

所有株数 優待品 

100～199株 1,000円分のキッズスマイルＱＵＯカード 

200～799株 2,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 

800～3,999株 4,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 

4,000株以上 8,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 

変更後（分割後の株式数による表示） 

所有株数 優待品 

100～199株 500円分のキッズスマイルＱＵＯカード 

200～399株 1,000円分キッズスマイルＱＵＯカード 

400～999株 2,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 

1,000～4,999株 4,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 

5,000株以上 8,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 

 

３．実施開始時期 

平成 30 年９月 30 日現在の当社株主名簿に記録された対象株主様より実施いたします。 

以 上 

 

 

 

 

 

 


